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令和３年８月１９日 

本市の対応方針 

 

政府は８月１７日に大阪府に発令している｢緊急事態宣言｣を９月１２日まで延長

することを決定しました。 

これに伴い、大阪府は本部会議を開催し、｢緊急事態措置｣(８月２０日～９月１２

日まで)を実施することとなりました。 

これを受け、本市の新型コロナウイルス関連肺炎対策本部の方針を下記のとおりと

する。 

記 

緊急事態措置に基づく要請                ※大阪府の資料 2-1.2-2参照 

区域 大阪府全域 

期間 緊急事態措置を実施すべき期間 ８月２０日～９月１２日 

ただし感染拡大の状況に応じて要請内容を判断 

 

本市では、｢緊急事態宣言｣を受け、外出自粛要請を市民に周知する。 

【周知方法】・防災行政無線､ヤフー防災アプリ､市ホームペ－ジ､市ＳＮＳ等での周知 

・災害対策車や青パト等で周知看板貼り付けの上巡回(音声無) 

・公園等の集団利用自粛要請の為の啓発看板の設置など 

 

１.市民への呼びかけ （特措法第 45条第1項に基づく） 

 ･不要不急の外出※は自粛すること。混雑した場所への外出は半減すること 

※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活 

や健康の維持のために必要なものについては対象外 

※特に20時以降の外出自粛、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、 

混雑している場所や時間を避けて行動すること 

 ･重症化リスクが高い 40代・50代は、特に感染防止対策を徹底すること 

 ･不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は極力控えること 

※どうしても避けられない場合は感染防止策の徹底とともに、出発前又は到着地での検査を受診すること。 

 ･要請に応じず、酒類やカラオケを提供している飲食店等の利用を厳に控えること 

 ･路上、公園等における集団での飲酒はしないこと 

 ･少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること 

 ･パラリンピックは自宅で応援すること 
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★大学等へのお願い (特措法第24条第9項に基づく) 

○学生に対し、以下の行動の自粛を徹底すること 

･クラスター発生のリスクがある部活動(特に、合宿や練習試合) 

･多人数が接触する活動及び前後の会食 

･旅行(合宿を含む)や自宅、友人宅での飲み会 

○授業は、人と人との接触をなるべく減らすため原則オンラインとし、困難な場合 

は、クラスを分割した授業や大教室の活用等により密を回避すること 

○学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底すること 

○発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底すること 

★経済界へのお願い (特措法第24条第9項に基づく) 

○在宅勤務(テレワーク)、休暇取得等による、出勤者数の７割減をめざすこと 

 出勤者数削減の実施状況を各事業者が公表し、取組みを促進すること 

○職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する 

取組みを強力に推進すること 

 ○休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話を控えること 

 ○高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従 

業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配 

慮を行うこと 

○事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること 

○屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯を行うこと 

 ○業種別ガイドラインを遵守すること 

 

２.イベントの開催について(市主催(共催)のイベントを含む) (特措法第24条第9項に基づく) 

●主催者に対し、以下の開催制限を要請 
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３.施設について(市有施設を含む) 

★飲食等店への要請 （特措法第45条第2項に基づく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★飲食店以外への要請 （特措法第24条第9項に基づく） 
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★本市公共施設では 

 ･施設ごとに設けた制限を継続するとともに、さらなる制限が必要な場合には、新 

たな制限を設けるなどの対策を講じること。 

 ･収容率を５０％以内とする。 

(9月1日から12日については、8月20日までにチケット販売済みのイベント、予約済みの施設については、この限りでない) 

 ･公共施設の開館時間を２０時までとする。ただし、イベントの開催については２１時までとする。 

※予約状況や準備の関係で、整い次第の対応となります。 

※開館後、新型コロナウイルス対策の理由で、利用者からの申し出で施設利用をキャンセルした場合、その利用 

料については還付する。未徴収の場合は、徴収しない。 

キャンセル料が発生する場合は、相当額については、市が負担。 

指定管理者に委託している場合は、市が指定管理者に補填。 

※休館中に得られたはずの利用料金（入館料等）相当額は市が負担。 

 ･福祉センターおよび地域福祉センターなどの開館時間を２０時までとし、諸施設 

の制限は次のとおりとする。 

●福祉センター錦渓苑の対応 

 健康増進機能は利用可能(お風呂､マッサージ､ヘルストロンなど) 

 娯楽機能は停止(クラブ活動､娯楽室(カラオケ)､休憩室､囲碁､将棋､ビリヤードなど) 

●地域福祉センター(あやたホール･くすのかホール)の対応 

 健康増進機能は利用可能(お風呂､マッサージ､ヘルストロンなど) 

 娯楽機能は停止(娯楽室(カラオケ)､囲碁､将棋など) 

●障がい者福祉センター(あかみね)の対応 

 クラブ､教室などの停止 

●小山田コミュニティセンター(あやたホール)及び清見台コミュニティセ 

ンター(くすのかホール)の対応 

 娯楽室､カラオケ設備の停止 

●日野コミュニティセンター(みのでホール)の対応 

 カラオケ設備の停止 

●その他の施設 

 交流スペースや娯楽スペースなどの閉鎖 

 ･学校開放事業の対応 

市立小中学校の利用は、感染防止策の徹底を促し、開放する。(２０時まで) 

 ･市が管理する道路・公園等における注意喚起等について 

路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して必

要な注意喚起等の取組を行う。 
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４.市立学校の対応について 

市立学校における教育活動等については次のとおりとする。 

<授業について> 

･分散登校や短縮授業は行わず、通常形態(１教室 40人まで)を継続 

･感染リスクの高い活動は実施しない 

<修学旅行等、泊や府県間の移動を伴う行事(９/１出発分〜)> 

･原則延期する 

<部活動について(８月２０日以降)> 

･感染リスクの高い活動は原則実施しない 

･部活動前後での生徒どうしによる飲食を控えるとともに、更衣時に身体距離を確保するよう指導 

･発熱や風邪症状がある場合は活動への参加を見合わせるよう改めて指導を徹底 

･府内外を問わず、合宿や他校との練習試合(合同練習を含む)は実施しない 

 

５.事業やイベントの開催の可否や延期などについて 

今一度事業の必要性を再考し、中止や延期を検討すること。また、やむを得ず実

施する場合は感染対策(マスク･消毒･検温･換気･参加者の把握)を徹底すること。 

 

６.職場体制について 

･職員及び来庁者の感染予防対策を強化すること。 

･窓口対応から電話やメール又は郵送等への切り替えができるものについては､切 

り替えを行い､可能な限り対面での接触を減らす工夫をすること。 

･会議などのあり方を再検討し、対面による会議は、中止または延期し、電話やＦ 

ＡＸ、メール等を利用する他、積極的にＷＥＢ会議システムを利用するなどの 

措置を講じる。 

･河内長野市職員の早出遅出勤務に関する規則に基づき、公共交通機関を利用する 

職員の時差出勤を実施する。また、自転車通勤も推奨する。 

･テレワークや在宅勤務により、出勤者数を抑制すること。 

 出勤者数削減の実施状況を公表し、取組みを促進する 

･高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある職員、妊娠している職員、

同居家族に該当者がいる職員について、テレワークや時差出勤等の配慮を行う。 

･計画的な年次休暇の取得を行うこと。 

・事業の継続に必要な場合を除き､19時(９月からは20時)以降の勤務を抑制すること｡ 
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７.職員への周知について 

･不要不急の外出は自粛すること 

･不要不急の都道府県間移動､特に緊急事態措置区域との往来は極力控えること 

･感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること 

･営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと 

･少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること 

･休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話を控えること 

･出勤前の検温の徹底 

･マスクの徹底 

･手洗い及び消毒の徹底 

･人と人との距離(１～２ｍ)をあける 

･執務室及び会議室の換気を徹底する 

 

８.新型コロナウイルス予防啓発を引き続き積極的に行う。 

 

９.国･大阪府より対応方針に関し要請があった場合は、これを尊重する。 

 

10.国により終息などが発表された等の場合は､この対処方針を適宜見直す。 

 

河内長野市新型コロナウイルス関連肺炎対策本部 本部長 


